
石田　千尋

「鶴見大学紀要」第 53 号　第 4 部

人文・社会・自然科学編 （平成 28 年 3 月） 別刷

幕末期における蘭船脇荷物輸入について
─ 弘化 3 年（1846）を事例として ─



11

幕末期における蘭船脇荷物輸入について

 
　
はじめに

　筆者は先に「幕末期におけるオランダ船の脇荷物輸
入について−弘化4年（1847）を事例として−」（『鶴見
大学紀要』第52号第4部、平成27年）・「幕末期における
蘭船脇荷物輸入の基礎的研究−弘化2年（1845）を事例
として−」（『文化財学雑誌』第12号、平成28年）を発
表した。これらの拙稿は、それ以前に発表した「近世
後期におけるオランダ船の脇荷物輸入について−文政9
年（1826）を事例として−」（『鶴見大学紀要』第49号
第4部、平成24年）・「幕末開国期における日蘭貿易−安
政3年（1856）の本方荷物と脇荷物の取引−」（『鶴見大
学紀要』第51号第4部、平成26年）と共に、19世紀に入っ
てからのオランダ船脇荷物輸入を解明するための基礎
的研究の一環である。今後さらに多くの事例研究を積
み重ねていくことによって近世後期における脇荷貿易
および脇荷物の実態が解明できていくものと考えてい
る。
　そこで本稿においては、弘化3年（1846）のオランダ
船脇荷物輸入に関する事例を提示検討し、先の弘化2年・
4年の事例とあわせて、弘化期の脇荷物輸入の特色を考
察するものである。

第1章　弘化3年の脇荷物に関する史料

　弘化3年の脇荷貿易は、弘化2年・4年同様、バタヴィ
アで脇荷貿易権を獲得した賃借人による取引であった。
以下、弘化3年、オランダ船によって持ち渡られた脇荷
物の取引を解明しうる現存の日蘭両史料について紹介
していきたい。なお、弘化3年はバタヴィアからオラン
ダ船1艘ファンニイ号Fannijが長崎港に入津している。
　まず、オランダ側史料としては、脇荷貿易賃借人が
バタヴィアでこの年、日本に持ち渡ることを申告して
いる下記史料を挙げることができる。

Opgave van door den pachter der Kambanghandel 
op Japan mede te nemen goederen voor den jare 
1846.（1）

（日本でのカンバン貿易（＝脇荷貿易）の賃借人に
よって、1846年に持って行く品々の申告書）

本史料は、1846年6月16日にバタヴィアにおいて作成さ

れたものであり、脇荷貿易賃借人pachterであるデルプ
ラットJ. C. Delpratの署名をもつ申告書である。（なお、
本稿で使用する史料は写しafschriftであり、原本と同一
の写しであることを証明した民間貯蔵局長の署名を持
つ。）この申告書には、各脇荷物の商品名・数量・仕入
価額等が記されており、バタヴィアにおける発送前の
脇荷物について知ことができる。
　次に日本側史料としては、「弘化雑記」第七冊に所収
されている「脇荷」のリストを挙げることができる。（2）

本史料は、オランダ船が長崎港に入津して後、日本側
に提出された送り状コピー（提出送り状）の翻訳であ
る「積荷目録」と考えられる。なお、この「積荷目録」
を記す「弘化雑記」は、江戸下谷で剣術師範を家業と
するかたわら多彩な記録や情報を書きとめた藤川貞（号
は整斎ほか。1791−1862）の著作物である。
　脇荷取引は、本方取引と違い、オランダ人が持ち渡っ
た商品（脇荷物）を長崎会所において日本商人が直接
入札する取引であるが、（3）弘化3年の脇荷取引の結果を
記した日本側史料としては「午紅毛船脇荷見帳」（4）を挙
げることができる。本史料は、商人（三吉屋）が作成
したものであり、取引商品名と数量、入札上位三番札
までの価格（入札最上位の札が落札価格となる）と商
人名を記録している。したがって、本史料により取引
された各脇荷物の詳細な品名と数量、落札価格・落札
商人名を知ることができる。また、本稿ではオランダ
側史料との照合上「品代り」の取引を記した「午紅毛
船本方端物荒物見帳」（5）も活用する。

第2章　弘化3年の脇荷物一覧表

　第1章において紹介したオランダ側史料と日本側史料
を突き合わせて一覧表にしたものが表1である。
　表1においては次のことを注記事項として掲げてお
く。
・本表では、各商品の品目は'Opgave'（「申告書」）に記
されている順に並べた。
・オランダ側商品名各単語の表記については、その頭
文字は、人名・地名は大文字とし、その他は小文字で
記した。
・オランダ側商品名で用いられているdo.、〃（＝同）、
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日本側商品名で用いられている「同」は、それに相当
する単語を記した。
・数字は基本的に算用数字で記した。
・1 pikol = 100 katjes = 100斤。
　なお、各商品の品目を'Opgave'に記されている順に
並べているため、「積荷目録」の記事、特に「薬種類」
の表記がわかりずらくなっていると思われるので、「脇
荷」と「品代り」に関する「積荷目録」を以下に掲げ
ておく。
　　　　　　脇荷
　　一、硝子器類 四十二箱
　　一、硝子板 二箱
　　一、硝子鏡類 一箱
　　一、焼物類 四箱
　　一、小間物類 十弐箱
　　一、酒類 十箱
　　一、羊毛 壱俵
　　一、同皮 弐箱
　　一、ブレツキ板 拾箱
　　一、マルムル石乳鉢大小 三十八
　　一、薬種類 五拾四箱と三桶
　　　　但、内訳凡左之通
　　　　　ホツクホウプートル 千三百七十斤
　　　　　白サポン 五百斤
　　　　　青同 六百斤
　　　　　飛同 弐千七百八十斤
　　　　　セメンシーナ 百四十五斤
　　　　　キナソウナ 弐拾瓶
　　　　　セーアユイン 百弐十壱斤
　　　　　テリヤアカ 七百鑵
　　　　　タンキリ 千四十斤
　　　　　サフラン 百九十六斤
　　　　　タマリンテ 八百弐拾斤

右之外、例之薬種類桁々有之候得共、有来候
品略ス

　　一、水牛角 九千三百斤
　　一、同爪 千七百五拾斤
　　一、藤 三万九十五斤
　　一、白檀 三千百弐拾斤
　　　　　　品代り
　　一、類違皿紗 五百廿反
　　一、花毛氈 五拾反
　　一、アラビヤコム 千五百斤
　　　〆
上記のように、「薬種類」に関しては、「内訳」の「凡」
を記している限りで、その他の品が省略されている。
したがって、表1では、「内訳」に記された薬種につい
ては、例えば「タンキリ」については「薬種類：タン

キリ」という形で表記している。
　表1作成によって注目される点は、'Opgave'、「積荷
目録」共にリストが大変簡略な記事になっていること
である。バタヴィアで作成された'Opgave'は、恐らく
仕入額を知らせることを主眼にした申告書であったこ
とより、商品名は簡略に記されているのであろう。また、

「積荷目録」すなわち阿蘭陀通詞作成の「脇荷」リスト
も「硝子器類」・「硝子鏡類」・「焼物類」・「小間物類」・「薬
種類」などまとめて訳している品目があり、商品リス
トとしては実質を欠いたものとなっている。このよう
な傾向は、当時オランダ側が日本側に提出した積荷リ
スト（提出送り状）、およびそれを翻訳した日本側リス
ト（積荷目録）全般にいえることである。（6）19世紀も中
期をむかえるに従って、輸入品も定例化してきており、
従来よりおこなわれていたオランダ側からの積荷リス
トの提出とその翻訳は形式化し、それによって内容も
簡略化されたものとなっていったのである。しかし、
当然詳細な品目リストはオランダ側にも日本側にも存
在していたと思われる。
　また、弘化2年時の'Opgave'では、商品名として
'kramerijen'（小間物類）や'medicijnen'（薬種類）があっ
たが、（7）弘化3年時には具体的な小間物名や薬品名はあ
るが'kramerijen'や'medicijnen'といった記事がない。こ
のことより、「小間物類」や「薬種類」を網羅的に示す
商品名がないことになる。この点については確証は得
られないが、オランダ側史料の具体的な小間物名や薬
品名は各箱kistの中の品々の内、代表的な品の商品名を
記しているのではないかと推測される。
　「午紅毛船脇荷見帳」は、上述のように日本側商人が
作成したものであり、弘化3年の脇荷取引の実態をみる
のに最も詳細な現存史料といえる。したがって、本稿
では、本史料によって得られた結果を作表し提示して
おきたい（表2）。表1では、表2で各品目に付した頭注
番号を「見帳（表2）番号」として'Opgave'、「積荷目録」
に照合する形で記しておく。
　表1と表2により上記の「積荷目録」に記された「硝
子器類」・「硝子鏡類」・「焼物類」などの具体的な品名
がわかる。さらにそれらを含めて日本で脇荷取引され
た品々の日本側商品名と数量、落札価格、落札商人名
を確認することができる。しかし、「小間物類」や「薬
種類」に関しては、表2にある商品名が表1のどの商品
に相当するのか不明のものが数多く存在する。（8）また、
上記照合作業によって'Opgave'に記された全ての商品
が脇荷取引されていたわけではないことがわかる。弘
化3年の脇荷取引についてオランダ側史料はその詳細を
欠くが、おそらく仕入価額の2/3が脇荷取引になってい
たと考えられる。（9）これは、賃借人が持ち渡った1/3は
その裁量で「自由処分」beschikkingしてよいことになっ
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ており、例えば［28］・［41］のboeken（書籍類）は全
てそれに当てられたものと思われる。その他の品々に
ついても全ての数量を脇荷取引とせず賃借人の「自由
処分」になるものが含まれていたと考えられる。なお、

「自由処分」はおそらく「御用」や「願請」として日本
側に売り渡されていたと推測される。（10）

おわりに

　以上、検討してきたように弘化3年（1846）のオラン
ダ船脇荷物の取引は、ガラス器や陶器といった食器類、
さらに薬品類が非常に多く、その他雑貨類や酒類など
であり、本方荷物にはみられない多岐にわたる品々が
存在していた。また、書籍類などは脇荷取引以外とし
て賃借人によって持ち渡られ取引されていた。これら
賃借人によって持ち渡られた品々は、弘化2年・4年に
ついてもいえることである。また、賃借人の商品仕入
総額に関しても、弘化2年～37,192.38グルデン、（11）弘化3
年～39,173.79グルデン、弘化4年～35,044.39グルデン（12）

であり、大きな差額はみられない。このようにして弘
化期に賃借人によって持ち渡られた品々は、当時の蘭
学興隆の面からみると文化史上、大変重要な意義を有
していたといえよう。19世紀も中期を迎えるに従って
日蘭貿易における脇荷取引、および賃借人による「自
由処分」の品々は、その取引量と種類の多さより重要
な取引となっていたが、（13）弘化期の事例からもそれが
理解できる。
　本稿では、弘化期を中心に考察したが、以上の問題
をさらに実証していくためには、より多くの事例を今
後も積み重ねていく必要がある。その調査研究を通し
て近世後期における脇荷貿易、ひいては日蘭貿易その
ものの存在意味が解明されていくものと思われる。

註
（1） Opgave van door den pachter der Kambanghandel op 

Japan mede te nemen goederen voor den jare 1846. 

Ingekomen stukken 1846. MS. N.A. Japans Archief, nr. 1880

（Aanwinsten, 1910, I: No. 22）.（Tōdai-Shiryō Microfilm: 

6998-1-122-5）.

（2） 『弘化雑記・嘉永雑記』内閣文庫所蔵史籍叢刊第35巻（汲古

書院、昭和58年）255～256頁。

（3） 本方取引は、オランダ船持ち渡りの商品を長崎会所が値組の

上で一括購入し、その後、長崎会所で日本商人が入札すると

いう取引であった。

（4） 「午紅毛船脇荷見帳」（杏雨書屋所蔵）。

（5） 「午紅毛船本方端物荒物見帳」（杏雨書屋所蔵）。

（6） 例えば、誂物のリストおよびその翻訳リストにおいても、天

保5年（1834）以降簡略に記す傾向がめだっている。（拙著『日

蘭貿易の構造と展開』吉川弘文館、平成21年、141頁および

第3部参照）

（7） Opgave van door den pachter der Kambanghandel op 

Japan mede te nemen goederen voor den jare 1845. 

Ingekomen stukken 1845. MS. N.A. Japans Archief, nr. 1879

（Aanwinsten, 1910, I: No. 21）.（Tōdai-Shiryō Microfilm: 

6998-1-122-4）.

（8） 表2の（183）～（194）、（201）、（239）、（240）、（242）～（245）、

（247）、（249）、（256）、（257）、（259）、（262）、（264）、（271）、

（276）～（278）、（280）～（282）、（284）、（285）、（295）、（313）、

（316）、<6>～<8>、<24>～<25>が表1の'Opgave'および「積

荷目録」と照合できない。本文で記したようにオランダ側史

料'Opgave'の具体的な小間物名や薬品名は各箱kistの中の

品々の内、代表的な品の商品名を記しているのではないかと

推測される。

（9） 拙稿「賃借人の登場−近世後期におけるオランダ船脇荷貿易

システムの改変とその実態−」（近刊）。Kontrakt onder 

nadere goedkeuring der Regering gesloten tusschen den 

Directeur van 's lands Producten en Civiele Magasijnen 

namens het Gouvernement en de Kooplieden S: van Basel 

Toelaer en Co. krachtens de autorisatie verleend bij 

Resolutie van den 23e. Meij 1835 No. 1.［Japan Portefeuille No. 

33. 1835］MS. N.A. Japans Archief, nr. 1456（K.A. 11809）．

（Tōdai-Shiryō Microfilm: 6998-1-85-3）．

（10） 拙稿「賃借人の登場−近世後期におけるオランダ船脇荷貿易

システムの改変とその実態−」（近刊）。

（11） 註（7）参照。

（12） Opgave der Goederen. Ingekomen stukken 1847. MS.N.A. 

Japans Archief, nr.1881 （Aanwinsten, 1910,I: No. 23）．

（Tōdai-Shiryō Microfilm: 6998-1-122-6）．

（13） 拙稿「幕末開国期における日蘭貿易−安政3年（1856）の本

方荷物と脇荷物の取引−」（『鶴見大学紀要』第51号第4部、

平成26年） 41頁参照。

［付記 1］

　本稿のオランダ語表記については、東京大学史料編纂所共同研

究員イサベル・田中・ファンダーレン氏に校閲頂きました。また、

本稿作成に際しては、鶴見大学実習助手戸田さゆり氏に協力頂き

ました。記して深甚なる謝意を表します。
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表 1　弘化 3年（1846）オランダ船脇荷物
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表 2　弘化 3年（1846）オランダ船脇荷物の取引
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